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(百万円未満切捨て)

１．2026年３月期第３四半期の業績（2025年４月１日～2025年12月31日）

（１）経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2026年３月期第３四半期 1,842 ― △21 ― △25 ― 601 ―

2025年３月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2026年３月期第３四半期 136.60 123.49

2025年３月期第３四半期 ― ―

（注）2025年３月期第３四半期は連結業績を開示しておりましたが、2025年９月30日において連結子会社であるサハ
キットウィサーンリミテッドカンパニーの株式譲渡に伴い連結の範囲から除外したため、2026年３月期中間期よ
り非連結決算に移行しました。そのため、2026年３月期第３四半期の経営成績（累計）及び対前年同四半期増減
率については記載しておりません。

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2026年３月期第３四半期 3,898 2,131 54.2

2025年３月期 2,960 1,512 50.5
(参考) 自己資本 2026年３月期第３四半期 2,114百万円 2025年３月期 1,495百万円

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2025年３月期 ― ― ― 4.00 4.00

2026年３月期 ― ― ―

2026年３月期(予想) 10.00 10.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

2026年３月期末配当金の内訳 普通配当 4.00 特別配当 6.00

３．2026年３月期の業績予想（2025年４月１日～2026年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,380 △4.5 △32 △133.5 △36 △138.7 569 783.5 129.15
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む) 2026年３月期３Ｑ 4,413,320株 2025年３月期 4,413,320株

② 期末自己株式数 2026年３月期３Ｑ 7,462株 2025年３月期 7,462株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2026年３月期３Ｑ 4,405,858株 2025年３月期３Ｑ 3,665,961株

※ 添付される四半期財務諸表に対する公認会計士又は監査
法人によるレビュー

： 有（義務）

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっ
ての注意事項等については、添付資料２ページ「業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

文中の将来に関する事項は、当第３四半期累計期間の末日現在において判断したものであります。

なお、前第３四半期累計期間は四半期連結財務諸表を作成し、四半期財務諸表を作成していないため、前年同四

半期との比較分析は行っておりません。

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国との関税交渉の行方が定まらない中、自動車業界をはじめ多

方面において先行きの見通しにくい状況が続いております。また、不安定な国際情勢や円安の進行によるエネルギ

ー価格や原材料価格のさらなる上昇、労働力不足の顕在化等により消費者物価が上昇しております。このような経

済状況のもと、当社は顧客ニーズの把握や深耕により一層注力し、各事業の業績向上に取り組んでまいりました。

当第３四半期累計期間においては、食品事業において増設したレトルト工場が完成、並びに第３四半期会計期間

に稼働を開始したことに伴い製造経費が増加しました。また、マット事業における連結子会社であったサハキッ

ト・ウィサーン社に係る子会社株式を譲渡したことにより特別利益を計上いたしました。

その結果、当第３四半期累計期間の売上高は1,842百万円、営業損失は21百万円、経常損失は25百万円となり、四

半期純利益は601百万円となりました。

セグメントごとの業績を示すと、次のとおりであります。

（食品事業）

食品業界では、原材料、エネルギー、物流費及び人件費の上昇による価格転嫁が進むものの、それを上回るコ

スト上昇のため利益確保は一段と厳しさを増しております。一方で、消費者のライフスタイルの変化やインバウ

ンド需要の増加により、利便性、簡便性や本物志向等ニーズの多様化が進んでおります。また、流通形態におき

ましてもEC(通販)、宅配やテイクアウトサービスの拡大等、生活様式の多様化による変化が継続しています。

そのような中、パスタ製品は、コメ不足の代替やインバウンドを含む外食需要の回復もあり、主力の業務用太

麺パスタが堅調であった一方、市販用では輸入品との競合から販売減少もあり、概ね前年並みの販売となりまし

た。レトルト製品は、PBパスタソースが堅調に推移したものの、主力のOEMカレーが得意先の在庫調整により減産

する局面もあり、また増設したレトルト工場の稼働準備に伴う各種資材調達や、稼働後の減価償却の開始により

製造経費が増加いたしました。その結果、売上高は989百万円、営業損失は11百万円となりました。

（産業資材事業）

インテリア用資材分野で利用されるカーペット裏地や緑化用・防虫用資材等、黄麻製品の輸入販売が前年度を

上回り、売上総利益率の改善に寄与しました。一方、米麦用の紙袋・フレコンの販売は前年度を下回りました。

また、利益面では人員体制の見直しに伴うコスト負担の減少もあり、売上高は445百万円、営業利益は８百万円と

なりました。

（マット事業）

自動車用フロアマットの販売においては、中国によるレアアース輸出規制の影響を受けた得意先の減産に関連

して販売が一時減少しましたが、概ね前年並みに回復してまいりました。一方で、円安の影響による輸入コスト

上昇分の価格転嫁が進まなかったこともあり、売上高は405百万円、営業損失は１百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期会計期間末における総資産は3,898百万円、前事業年度末と比較して938百万円の増加となりまし

た。主な要因は、建物の増加471百万円、機械及び装置の増加196百万円、現金及び預金の増加478百万円でありま

す。

当第３四半期会計期間末における負債は1,767百万円、前事業年度末と比較して319百万円の増加となりました。

主な要因は、短期借入金の増加350百万円であります。

当第３四半期会計期間末における純資産は2,131百万円、前事業年度末と比較し619百万円の増加となりました。

主な要因は、繰越利益剰余金の増加582百万円であります。その結果、自己資本比率は54.2％となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績につきましては、2025年11月13日の業績予想に変更はございません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2025年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2025年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 756,846 1,235,327

受取手形 20,065 47,548

売掛金 364,580 401,624

商品及び製品 230,829 218,445

仕掛品 16,077 12,656

原材料及び貯蔵品 25,079 23,090

前渡金 681 327

前払費用 10,066 7,294

未収入金 27,196 9,515

その他 219 53,676

流動資産合計 1,451,644 2,009,507

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 207,559 679,338

構築物（純額） 10,322 23,560

機械及び装置（純額） 239,150 435,819

車両運搬具（純額） 1,741 2,152

工具、器具及び備品（純額） 13,076 15,434

土地 464,898 464,898

建設仮勘定 268,559 -

有形固定資産合計 1,205,309 1,621,204

無形固定資産 7,362 12,126

投資その他の資産

投資有価証券 151,205 194,643

関係会社株式 72,093 -

出資金 110 110

長期貸付金 5,900 5,478

長期前払費用 551 103

繰延税金資産 21,685 19,320

差入保証金 15,964 16,091

投資その他の資産合計 267,510 235,747

固定資産合計 1,480,182 1,869,078

繰延資産 28,421 20,287

資産合計 2,960,249 3,898,873
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(単位：千円)

前事業年度
(2025年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2025年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 17,550 31,740

電子記録債務 42,862 70,508

買掛金 150,843 157,896

短期借入金 650,000 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金 135,877 101,299

リース債務 1,145 1,145

未払金 116,829 59,317

未払費用 32,668 30,001

未払法人税等 33,017 119,437

前受金 247 668

預り金 2,631 2,844

賞与引当金 19,600 11,500

その他 0 1

流動負債合計 1,203,274 1,586,362

固定負債

社債 70,000 70,000

長期借入金 151,198 87,517

リース債務 2,862 2,003

退職給付引当金 19,172 19,822

長期預り保証金 1,500 1,500

固定負債合計 244,733 180,843

負債合計 1,448,007 1,767,205

純資産の部

株主資本

資本金 301,280 301,280

資本剰余金

資本準備金 201,280 201,280

その他資本剰余金 564,343 564,343

資本剰余金合計 765,623 765,623

利益剰余金

利益準備金 8,432 10,194

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 419,490 1,001,933

利益剰余金合計 427,923 1,012,128

自己株式 △5,636 △5,636

株主資本合計 1,489,189 2,073,395

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6,167 41,388

評価・換算差額等合計 6,167 41,388

新株予約権 16,884 16,884

純資産合計 1,512,241 2,131,667

負債純資産合計 2,960,249 3,898,873
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
当第３四半期累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)

売上高 1,842,033

売上原価 1,394,324

売上総利益 447,708

販売費及び一般管理費 468,744

営業損失(△) △21,035

営業外収益

受取利息 213

受取配当金 15,356

為替差益 468

雑収入 2,509

営業外収益合計 18,548

営業外費用

支払利息 12,547

社債利息 265

社債発行費 7,080

支払保証料 614

雑損失 2,846

営業外費用合計 23,354

経常損失(△) △25,841

特別利益

関係会社株式売却益 855,296

特別利益合計 855,296

税引前四半期純利益 829,454

法人税、住民税及び事業税 232,923

法人税等調整額 △5,297

法人税等合計 227,625

四半期純利益 601,828
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第３四半期累計期間（自 2025年４月１日 至 2025年12月31日)

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 当第３四半期累計期間(自 2025年４月１日 至 2025年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：千円)

報告セグメント その他
(注)１

合計
食品事業 産業資材事業 マット事業 計

売上高

顧客との契約から生じる収益 989,640 445,088 405,267 1,839,997 ― 1,839,997

その他の収益 ― ― ― ― 2,036 2,036

外部顧客への売上高 989,640 445,088 405,267 1,839,997 2,036 1,842,033

セグメント間の
内部売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 989,640 445,088 405,267 1,839,997 2,036 1,842,033

セグメント利益
又はセグメント損失(△)

△11,452 8,362 △1,837 △4,926 △16,108 △21,035

(注)１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。

２.セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期損益計算書の営業損失と一致しております。
３.その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入等であります。

（キャッシュ・フロー計算書に関する注記）

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

当第３四半期累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)

減価償却費 49,934千円

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

３．その他

（１）役員の異動

① 役職の異動

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日

代表取締役社長 取締役 植杉 泰久 2025年８月13日

取締役 代表取締役社長 森 欣也 2025年８月13日
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独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書

2026年２月13日

日本製麻株式会社

取締役会 御中

監査法人アリア

東京都港区

代表社員
業務執行社員

公認会計士 茂 木 秀 俊

代表社員
業務執行社員

公認会計士 山 中 康 之

監査人の結論

当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている日本製麻株式会社の2025年４月１日から2026年３月

31日までの会計年度の第３四半期会計期間（2025年10月１日から2025年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（2025

年４月１日から2025年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注

記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表

等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、

四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されていないと信

じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載さ

れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用さ

れる規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

その他の事項

会社の2025年３月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査が実施されており、前任

監査人は2025年６月26日付けで無限定適正意見を表明している。

四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記

載の省略が適用されている。）に準拠して四半期財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要

な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に

公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める

記載の省略が適用されている。）に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する

責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期財

務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期

財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基

準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成さ

れていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確

実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を

表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将

来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び

我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基

準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められ

ないかどうかを評価する。

・ 四半期財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期財務

諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任

を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項

について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（四半期決算短信開示会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータ及びHTMLデータは期中レビューの対象には含まれていません。


